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　5月13日、14日、村民の皆様のご
理解ご協力のもと、「第2回スペシャ
ルステージ曽爾クラシック」を盛大
に開催することができました。あり
がとうございました。
　より曽爾らしく！を全面に押しだ
し、第3回、第4回と続けていきたい
と思います。引き続き皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。

第2回スペシャルステージ曽爾クラシック
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村
民
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り
村
政
並
び
に
村
議
会
に
対
し
ま
し
て
、

格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
こ
の
度
の
第
２
回
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
議
員
各
位
の
ご

推
挙
を
い
た
だ
き
、
正
副
議
長
の
要
職
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

  

今
日
、
地
方
自
治
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
ま
す
。

本
村
の
財
政
も
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
中
に

あ
っ
て
も
、
財
政
の
健
全
化
に
向
け
た
取
り
組
み
や
地
方
創
生
を
進
め
な

が
ら
、
過
疎
化
に
よ
る
少
子
高
齢
化
対
策
、
医
療
・
福
祉
対
策
、
防
災
対

策
な
ど
、
諸
課
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
り
わ
け
、私
た
ち
村
議
会
は
、従
来
の
慣
例
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

従
前
よ
り
取
り
組
ん
で
い
る
議
会
改
革
を
更
に
前
進
さ
せ
、
創
意
工
夫
と

努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
執
行
機
関
と
真
摯
な
議
論
を
行
い
、
有

効
な
政
策
を
推
進
し
、「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
ぬ
る
べ
の
郷
曽
爾
」
の

発
展
と
村
民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。
今

後
と
も
、
村
民
の
皆
様
の
な
お
一
層
の
ご
支
援
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
し
て
、
就
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

正
副
議
長
就
任
あ
い
さ
つ

副議長　神出　光 議　長　坂井 英治

　
平
成
29
年
第
２
回
曽
爾
村
議
会
臨
時
会
が
５
月
８
日
に
開
会
し
、
次
の

と
お
り
審
議
さ
れ
た
議
案
は
、
承
認
・
同
意
さ
れ
同
日
閉
会
し
ま
し
た
。

■
専
決
処
分
の
承
認

　
曽
爾
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
た
め
、
村
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
り
、
３
月
31
日
専
決
処
分
し
た
も
の
で
す
。

■
監
査
委
員
の
選
任
同
意

　
監
査
委
員
（
議
会
選
出
）　
大
向　
重
信
氏

■
本
会
議

　
６
月
９
日
（
金
）　
午
前
９
時
30
分
開
会

　
　
（
一
般
質
問
、
議
案
上
程
）

　
６
月
19
日
（
月
）　
午
前
９
時
30
分
開
会

　
　
（
質
疑
、
採
決
）

■
常
任
委
員
会

　
６
月
14
日
（
水
）　
午
前
９
時
30
分
開
会

　
　
（
議
案
審
査
）

臨　
時　
会

第
２
回
定
例
会
開
催
日

議会構成（敬称略）
＝役職改選＝

■常任委員会
　□むらづくり推進委員会
　　委員長　　木治正人
　　副委員長　岡本一重
　　委　員　　堂浦鶴清
　　委　員　　松本　喬
　　委　員　　神出　光
　　委　員　　大向重信
　　委　員　　萩原德一

  □予算決算委員会
　　委員長　　堂浦鶴清
　　副委員長　大向重信
　　委　員　　木治正人
　　委　員　　岡本一重
　　委　員　　松本　喬
　　委　員　　神出　光
　　委　員　　萩原德一

　□議会運営委員会
　　委員長　　木治正人
　　副委員長　堂浦鶴清
　　委　員　　岡本一重
　　委　員　　松本　喬
　　委　員　　神出　光
　　委　員　　大向重信
　　委　員　　萩原德一

■各組合議会議員
　□宇陀衛生一部事務組合
　　議　員　　坂井英治
　　議　員　　木治正人

　□桜井宇陀広域連合
　　議　員　　堂浦鶴清

　□東宇陀環境衛生組合
　　議　員　　坂井英治
　　議　員　　木治正人
　　議　員　　岡本一重

　□曽爾御杖行政一部事務組合
　　議　員　　木治正人
　　議　員　　大向重信
　　議　員　　萩原德一
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泣かずに診てもらえたよ！

よろしくお願いします！

上手にお口を開けられました！

おいしい野菜ができますように！

　5月12日（金）園医の鈴木先生に診
て頂きました。子どもたちは「よろしく
お願いします。」「ありがとうございま
した。」ときちんと挨拶をすることがで
きました。

　5月18日（木）園歯科医の田中先生に、子どもたち一人ひとりの歯を診て頂きました。保護者対象に
保健師、歯科衛生士による歯の健康教室も行われ、歯磨きの仕方や仕上げ磨きの必要性などわかりや
すくお話をして頂きました。

　5月16日（火）老人会の方々に来て頂き、畑作りをしました。ミニトマトやきゅうり、オクラなどの夏野菜
を植えました。子どもたちはお礼に和太鼓演奏をしたり、自己紹介をし合ったりと交流を楽しみました。

　

４
月
29
日
、
春

の
叙
勲
の
受
章
者

が
発
表
さ
れ
、
曽

爾
村
よ
り
間
井
谷

弘
昭
さ
ん（
大
字
掛
）

が
瑞
宝
双
光
章
を

受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

  

間
井
谷
さ
ん
は
、
昭
和
34
年
か
ら
村
職
員
と
し
て
公
共
奉
仕
の

精
神
を
も
っ
て
村
行
政
に
尽
力
さ
れ
、
平
成
２
年
か
ら
は
８
年
間
、

村
収
入
役
の
要
職
を
務
め
、
地
方
自
治
の
高
掲
と
村
勢
の
進
展
に

努
力
さ
れ
た
功
績
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

☆内科検診がありました☆

☆歯科検診・歯の健康教室がありました☆

☆夏野菜を植えました☆

曽爾村
ほたるまつり

お問い合わせ　曽爾村観光協会
　　　　　　　☎94-2106

　6月10日（土）、17日（土）に曽爾
高原ファームガーデンにて曽爾村ほ
たるまつりを開催いたします。当日は
屋台出店もございます。お気軽にご
参加ください。なお、曽爾郵便局周
辺では交通整理を行います。ご迷惑
をおかけいたしますが、ご理解ご協
力をお願いいたします。 雨天中止

平
成
29
年
春
の
叙
勲

　
　
　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

大字掛  間井谷弘昭氏
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　5月9日（火）、民生委員・児童委員の活動について理解を深めていただくため、村内各所で声かけ
運動を実施しました。
　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、社会奉仕の精神をもって常に住民の立場に立って相談
に応じ、高齢者福祉や障害者福祉など様々な福祉に関する活動を行っており、児童委員を兼ねていま
す。
　児童委員は、元気に安心して暮らせるよう子どもたちを見守り、妊娠中や子育てへの不安などの子ど
もに関する心配ごとの相談や支援を行っています。
　また、一部の児童委員は、厚生労働大臣から指名を受けて、子どもに関することを専門的に担当する
主任児童委員として活動しています。

退任される主任児童委員（敬称略）
　今井　絹代　

新しい主任児童委員（敬称略）
　葛原　由美子（任期：平成29年5月1日〜平成31年11月30日）

　主任児童委員として永年ご活躍いただいておりました今井絹代様が３月３１日付けで退任されまし
た。主任児童委員として、多年にわたるご尽力に対し深く感謝申し上げます。また、５月１日より葛原由
美子様に新しい主任児童委員として活動していただくこととなりました。

民生委員・児童委員　活動強化週間

主任児童委員が替わります

保育園

中学校

小学生

すすき福祉作業所
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地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
を
紹
介
し
ま
す
！

　
現
在
、
塩
井
地
域
で
漆
を
中
心
と
し

た
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
京
都
美

術
工
芸
大
学
工
芸
学
部
と
漆
を
通
じ
た

官
学
連
携
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
曽

爾
村
か
ら
は
、
材
料
と
し
て
欅
（
け
や

き
）
と
漆
の
原
木
、
貴
重
な
漆
を
大
学

に
提
供
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
大
学
か

ら
は
、
漆
芸
を
学
ぶ
学
生
が
村
へ
の
思

い
を
込
め
て
将
棋
盤
と
駒
を
制
作
し

ま
し
た
。
漆
芸
専
攻
４
年
の
小
西
さ
ん

は
、
「
お
亀
の
湯
に
入
っ
て
、
将
棋
を

打
っ
て
く
つ
ろ
ぎ
な
が
ら
、
身
近
に
曽

爾
の
漆
を
感
じ
て
ほ
し
い
。
」
と
作
品

へ
の
思
い
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
今

後
も
こ
の
よ
う
な
村
の
漆
を
通
じ
た
連

携
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ　
曽
爾
村
役
場
企
画
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
９
４-

２
１
０
１

＊ 

名
前　
並
木　
美
佳
（
な
み
き　
み
か
）　
　
　
＊ 

年
齢　
27
歳

＊ 

現
居
住
地　
長
野　
　
　
　
＊ 

前
居
住
地　
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

＊ 

所
属　
漆
部
郷（
ぬ
る
べ
の
さ
と
）復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
う
る
し
）

　

漆
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
地
域
の

方
々
と
一
緒
に
、
柿
の
葉
に
和
紙
を
重
ね
て
曽

爾
村
産
の
漆
を
塗
っ
て
仕
上
げ
る
「
葉
の
器
」

の
制
作
や
、
漆
か
き
に
向
け
た
研
修
と
準
備
等

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
後
は
植
樹

や
育
成
に
も
取
り
組
ん
で
い
く
予
定
で
す
。

　
漆
は
現
代
で
は
か
ぶ
れ
る
こ
と
か
ら
「
嫌
わ

れ
も
の
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

は
る
か
昔
か
ら
塗
料
や
接
着
剤
と
し
て
人
々
の

生
活
を
支
え
、
そ
の
特
有
の
美
し
さ
は
日
本
を

代
表
す
る
芸
術
と
し
て
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
漆
の
文
化
が
根
付
い

て
い
た
と
さ
れ
る
曽
爾
村
で
活
動
で
き
る
こ
と

を
誇
り
に
思
い
ま
す
。
長
い
目
で
じ
っ
く
り
と
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

　
曽
爾
村
に
来
て
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
出
会
う
は
っ
と
す
る
よ
う
な
美
し
い
景

色
と
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
あ
た
た
か
い
言
葉
が
、
日
ご
ろ
の
活
動
の
励
み
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
一
日
一
日
を
大
切
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
で
す
。

うるしの官学連携による取り組み

曽爾産材と漆を使った将棋盤と駒 制作の様子
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　曽爾村において起業の創出や起業者及びその関係者の定住等の促進を図るため、起業などの人材育
成を支援する創業者の方に対して下記のとおり助成いたします。

　なお、補助対象者や補助対象経費の使途などについては条件がありますので、詳しくは下記までお
問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ　曽爾村役場企画課　☎ 94-2101

　年金を受け取るために必要な保険料の納付期間が、25 年から 10 年に短縮されました。対象と
なる方に日本年金機構より「短縮」と記載した黄色の封筒を順次お届けしています。
　お手元に届きましたら、「ねんきんダイヤル（☎ 0570-05-1165）」で予約の上、できるだけお
早めに手続きをお願いいたします。

　平成 29 年 4月分から平成 30 年 3月分までの国民年金保険料は、月額 16,490 円です。保険料は、
日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。
また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な
口座振替もあります。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、
書面、面談により早期に納めていただくよう案内を行っています。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付
が無い場合は、延滞金が加算されるだけでなく、納付義務のある方（被保険者本人、連帯して納
付義務を負う配偶者及び世帯主）の財産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願
いします。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除される制度や猶予される制度があります
ので曽爾村役場住民生活課（☎ 94-2102）へご相談ください。

  曽爾村起業等人材育成支援事業補助金制度のご案内

種　　目 受付期間 試　験　日

自衛官候補生

資　　格

受付時にご連絡します随時18歳以上27歳未満の者

詳しくは自衛隊天理募集案内所までお問い合わせください。
自衛隊天理募集案内所　☎0743-63-2540　ホームページ ： http://www.mod.go.jp/pco/nara
　E-mail ： hq1-nara@pco.mod.go.jp

自衛官募集案内

対象者の要件

・村内に事業所等を設置し、又は設置しよ
うとしている者（法人含む。）。

・20歳以上60歳未満の者で住民基本台帳
に登録されている者、又は村内に法人登
記できる法人。

・補助金交付後5年以上継続できる者（法
人含む。）。

・創業支援セミナーを受講し、経営、財
務、人材育成及び販路開拓の4分野すべ
ての知識を身についたと認められた者。

補助内容

・予算の範囲内で補助対象経費の2分の1
 （1件あたり上限100万円。）。
・対象期間は補助開始年度を含め継続した3

年度を限度。

  国民年金保険料納付期間の短縮について

  国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
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主
に
パ
ー
ト
責
任
者

勤
務
地　
曽
爾
村
大
字
今
井
６
５
３

　
曽
爾
村
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

勤
務
内
容　
プ
ー
ル
監
視
・
清
掃
業

務
・
そ
の
他

時
給　
８
０
５
円
〜
８
１
５
円

対
象
者　
高
校
生
以
上

定
員　
若
干
名

勤
務
期
間　
７
月
４
日
〜
８
月
31
日

ま
で

定
休
日　
毎
週
月
曜
日
（
月
曜
日
が

祝
日
の
場
合
そ
の
翌
日
）

勤
務
時
間　
９
時
〜
17
時
内
、
５
時

間
〜
７
時
間
勤
務

応
募
方
法　
６
月
16
日
（
金
）
ま
で

に
履
歴
書
を
曽
爾
村
教
育
委
員

会
事
務
局
ま
で
提
出
下
さ
い
。

（
郵
送
可
）

選
考
方
法　
面
接

そ
の
他　
６
月
下
旬
に
実
施
す
る
水

上
安
全
講
習
会
を
必
ず
受
講
す

る
こ
と
（
※
講
習
会
分
の
賃
金

は
発
生
し
ま
せ
ん
）

お
問
い
合
わ
せ

　
曽
爾
村
教
育
委
員
会
事
務
局
内

　
☎
９
４-

２
１
０
４
（
担
当
：
會

田
）

日
時　
６
月
17
日
（
土
）
午
後
１
時

30
分
か
ら
午
後
３
時
30
分
ま
で

場
所　
桜
井
市
芝
運
動
公
園
多
目
的

グ
ラ
ウ
ン
ド
（
桜
井
市
三
輪
）

※
雨
天
の
場
合
は
、
宇
陀
市
大
宇

陀
体
育
館

参
加
対
象
者　
圏
域
内
（
桜
井
市
・

宇
陀
市
・
曽
爾
村
・
御
杖
村
）
に

住
所
を
有
す
る
４
歳
〜
中
学
生

（
サ
ッ
カ
ー
未
経
験
者
や
性
別
は

問
い
ま
せ
ん
）

参
加
費　
無
料

申
込
方
法　
参
加
申
込
書
及
び
参
加

承
諾
書
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
郵

勤
務
地　
曽
爾
小
学
校

勤
務
内
容　

学
童
保
育
指
導
補
助

時
給　
７
９
０
円

対
象
者　
高
校
生
以
上

定
員　
若
干
名

勤
務
期
間　
７
月
21
日
〜
８
月
31
日

ま
で

定
休
日　
土
・
日
・
祝
日
・
お
盆

勤
務
時
間　
９
時
30
分
〜
16
時
30
分

ま
で
、
６
時
間
勤
務
（
１
時
間

休
憩
）

応
募
方
法　
６
月
16
日
（
金
）
ま
で

に
履
歴
書
を
曽
爾
村
教
育
委
員

会
事
務
局
ま
で
提
出
下
さ
い
。

（
郵
送
可
）

選
考
方
法　
面
接

お
問
い
合
わ
せ

　
曽
爾
村
教
育
委
員
会
事
務
局
内

　
☎
９
４-

２
１
０
４
（
担
当
：
會

田
）

送
ま
た
は
持
参
し
て
下
さ
い
。

締
切　
６
月
13
日
（
火
）
必
着
（
先

着
１
０
０
名
）

お
問
い
合
わ
せ

　
〒
６
３
３-

０
１
１
２

　
桜
井
市
大
字
初
瀬
１
６
２
６-

１

　
桜
井
宇
陀
広
域
連
合　
サ
ッ
カ
ー

教
室
係
へ

　
☎
０
７
４
４-

４
７-

７
０
７
７

　
FAX
０
７
４
４-

４
７-

７
０
７
８

　

Ｈ
Ｐ
：http://www.sakurai-

uda.or.jp

　

い
じ
め
・
体
罰
・
不
登
校
・
児

童
虐
待
な
ど
の
子
ど
も
の
人
権
に

関
わ
る
問
題
の
解
決
を
図
る
た

め
、
人
権
擁
護
委
員
及
び
法
務
局

職
員
が
左
記
の
と
お
り
無
料
・
秘

密
厳
守
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時　

６
月
26
日
（
月
）
か
ら
７

月
２
日
（
日
）
ま
で

　

６
月
26
日
（
月
）
か
ら
６
月
30

日
（
金
）
ま
で
＝
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
７
時
ま
で

　
７
月
１
日
（
土
）
・
７
月
２
日

（
日
）
＝
午
前
10
時
か
ら
午
後

５
時
ま
で

◎
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
電
話
番
号

　
☎
０
１
２
０-

０
０
７-

１
１
０

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
使
用

可
、
一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
使
用

不
可

対
象　

県
内
在
住
の
児
童
・
生
徒

及
び
そ
の
保
護
者

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員
及
び
法

務
局
職
員

お
問
い
合
わ
せ

　
奈
良
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
☎
０
７
４
２-

２
３-

５
４
５
７

曽
爾
村
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋

セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
ア

ル
バ
イ
ト
募
集

桜
井
宇
陀
サ
ッ
カ
ー

教
室
の
開
催
に
つ
い

て(

桜
井
会
場)

曽
爾
村
学
童
保
育

指
導
補
助
員
ア
ル

バ
イ
ト
の
募
集

全
国
一
斉
「
子
ど
も

の
人
権
１
１
０
番
」
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児童手当・特例給付制度のご案内
　受給中の方は現況届を！受給中でない方は認定請求を！
●支給対象
　児童手当は、中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童
を養育している方に支給されます。ただし、前年（1月から5月までの月分の手当に
ついては前々年）の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として支給
されます。

◇上記限度額と控除後の所得額を比較し、所得判定を行います。
◇扶養親族等の数とは、所得税法で定める控除対象配偶者、扶養親族、扶養親族でない児童で前年の12月31日

において生計を維持した者のことです。
注１）所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に当

該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につき6万円を加算した額
注２）扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額は、その超えた人数１人につき38万円（扶養親族などが老人

控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額

●支給額（1人当たり月額）

児童手当・特例給付を受給している方
　児童手当・特例給付を受給している方は、現況届・必要書類一式をそろえて6月中に住民生活課（公務員の方
は勤務先）へ提出してください。この届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますので注意してく
ださい。

お子さんが生まれた方・転入してこられた方
　出生日・転入日の翌日から15日以内に、「認定請求書」（第2子以降の出生の場合は「額改定請求書」）を住民
生活課（公務員の方は勤務先）へ提出してください。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります
ので注意してください。

●寄附
　児童手当・特例給付の全部又は一部を寄附することができます。ご関心のある方はお問い合わせください。

お問い合わせ　曽爾村役場住民生活課　☎94-2102

扶養親族等の数
所得制限限度額

0人
622万円

3歳未満の児童 一律 １５，０００円

3歳以上小学校修了前の児童
第１子・第２子 １０，０００円

中学生

第３子以降  １５，０００円

一律 １０，０００円

特例給付 一律 ５，０００円

1人
660万円

2人
698万円

3人
736万円

4人
774万円

平成29年度 所得制限限度額

扶養親族等の数
所得制限限度額

0人
622万円

3歳未満の児童 一律 １５，０００円

3歳以上小学校修了前の児童
第１子・第２子 １０，０００円

中学生

第３子以降  １５，０００円

一律 １０，０００円

特例給付 一律 ５，０００円

1人
660万円

2人
698万円

3人
736万円

4人
774万円

平成29年度 所得制限限度額
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区　分

27年度
（注）人件費には、議員報酬、各種委員報酬、特別職給与、共済費等を含みます。

（注）１．職員手当には退職手当を含みません。　２．職員数は平成27年4月1日現在です。

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務
　　　している場合は、採用後の年数をいうものです。
　　  「－」は該当する職員がいません。

住民基本台帳人口
（28年1月1日）
1,580人

歳出額（A）

2,361,545千円

実質収支額

96,670千円

人件費（B）

392,811千円

人件費率
（B/A）
16.6％

（参考）26年度
人件費率
19.3％

　職員の給与について広く村民のみなさんに知っていただき、ご理解を得るために次のとおり概要版を
公表します。
▼人件費の状況（普通会計決算）

区　分

27年度

職員数
(A)
38人

給　　　　与　　　　費
職員手当
19,213千円

給　　料
132,822千円

計(B)
201,934千円

期末・勤勉手当
49,899千円

（参考）1人当たりの
給与費(B/A)
5,314千円

区　分

曽爾村
国

一般行政職
平均年齢
40.4歳
43.6歳

平均給料月額
295,351円
331,816円

▼職員給与費の状況（普通会計決算）

区　　分
標準的な職務内容

職員数
構成比

５級
課長・主幹
8人
25.8％

４級
課長補佐
5人
16.1％

３級
主　　任
11人
35.5％

２級
主　　事
4人
12.9％

１級
主 事 補
3人
9.7％

▼一般行政職の級別職員数 (平成28年4月1日現在)

区分 曽　　　爾　　　村
支給月

区　分

扶養手当

住居手当

通勤手当

内　　　容  （月額）
配偶者　　　　　 13,000円
扶養親族1人につき　6,500円

（配偶者なしの場合、
1人目は11,000円）

(満16～22歳の間にある子
1人につき5,000円加算)
借家　　　　上限27,000円
交通機関利用 上限55,000円
自家用車使用
（2km未満）未支給
（2km以上）距離により
　　　 2,000円～31,600円

期末手当 勤勉手当 同　じ

役職加算
5～20％

役職加算
5～10％

定年前早期退職特例措置
2～45％加算

同　じ

同　じ

6月12月 2.60月分 1.60月分

支給率 自己都合 応募認定･定年
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

20.445月分
29.145月分
41.325月分
49.590月分

25.55625月分
34.5825  月分
49.590    月分
49.590    月分

国
▼職員の手当の状況 (平成28年4月1日現在)

▼職員の平均給料月額及び平均年齢 (平成28年4月1日現在)

区　　　分

一般行政職
大学卒
高校卒

曽爾村

176,700円
144,600円

国

同じ
同じ

▼職員の初任給の状況 (平成28年4月1日現在)

区　　　分

一般行政職
大学卒
高校卒

経験年数
10年まで
234,700円
　　　  －円

経験年数
20年まで
310,100円
295,700円

経験年数
30年まで
379,000円
355,700円

▼職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (平成28年4月1日現在)
区　　　分

給 

料

勤
勉
手
当

期
末
手
当

退
職
手
当

報 

酬

村　長
副村長
議　長
副議長
議　員

612,000円
522,000円
210,000円
166,000円
158,000円

期末手当

支給割合
3.10月分

役職加算 20％

▼特別職の報酬等の状況 (平成28年4月1日現在)

曽爾村職員の給与を公表します
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曽
爾
村
で
は
、
皆
さ
ん
の
貴
重

な
財
産
で
あ
る
「
土
地
」
の
位

置
、
面
積
等
を
正
確
に
把
握
し
、

土
地
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然

に
防
止
す
る
と
と
も
に
、
効
率
的

な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
、
国
土

調
査
法
に
基
づ
く
地
籍
調
査
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
「
地
籍
調
査
」
と
は
？

　

「
地
籍
」
と
は
土
地
の
情
報

で
、
い
わ
ば
土
地
の
戸
籍
で
す
。

「
地
籍
調
査
」
と
は
土
地
の
情
報

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
目
的
で

す
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の
土
地
に
つ
い
て

皆
さ
ん
に
境
界
等
を
確
認
し
て
い

た
だ
き
、
測
量
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
の
結
果
、
正
確
な
土
地

の
面
積
等
が
わ
か
り
ま
す
。
ま

た
、
正
確
な
図
面
（
地
積
図
）
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
調
査
の
成
果
は

法
務
局
に
送
付
さ
れ
、
土
地
の
登

記
簿
が
正
確
な
も
の
に
改
め
ら
れ

ま
す
。

◎
な
ぜ
調
査
が
必
要
か
？

　

現
在
法
務
局
に
備
え
付
け
ら

れ
て
い
る
地
図
（
公
図
）
の
大

半
は
、
明
治
初
期
の
地
租
改
正
で

作
ら
れ
た
も
の
を
基
礎
に
し
た
も

の
で
、
土
地
の
境
界
が
不
明
確
で

あ
っ
た
り
、
測
量
も
不

正
確
で
あ
っ
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、土
地
に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
基

礎
に
な
る
土
地
の
戸
籍

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た

め
、こ
の
調
査
を
実
施
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
地
籍
調
査
の
メ
リ
ッ

ト
は
？

　
こ
の
調
査
を
行
う
と

大
き
く
次
の
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。
①
境
界

の
位
置
が
不
明
に
な
っ

て
も
、
正
確
に
復
元

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
土
地
に
関
す
る
ト

ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
②
土
地

の
形
状
や
面
積
が
は
っ
き
り
し
ま

す
。
③
災
害
復
旧
が
迅
速
に
行
わ

れ
ま
す
。
④
固
定
資
産
の
課
税
が

適
正
に
行
わ
れ
ま
す
。
⑤
土
地
取

引
が
円
滑
に
行
え
ま
す
。

◎
調
査
費
用
は
？

　

地
籍
調
査
に
か
か
る
費
用
は
、

国（
50
％
） 

県（
25
％
） 

村（
25
％
）

で
負
担
し
ま
す
の
で
、
土
地
所
有

者
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
境
界
の
現
地
立
ち
会

い
に
出
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
そ
の
時
間
と
そ
れ
に
か

か
る
交
通
費
等
の
経
費
を
支
給
す

る
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
個

人
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
は
太
良
路
地
区
の

現
地
調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
太

良
路
地
区
の
皆
様
の
ご
協
力
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　
曽
爾
村
役
場
地
域
建
設
課

　
☎
９
４-

２
１
０
５

　

奈
良
県
中
央
こ
ど
も
家
庭
相
談

セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
、
宇
陀
郡
の

18
歳
未
満
の
子
ど
も
を
対
象
に
、

次
の
よ
う
な
相
談
を
行
い
ま
す
。

相
談
は
す
べ
て
無
料
で
、
個
人
の

秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
の
で
、
遠

慮
な
く
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な

お
、
相
談
に
は
１
時
間
〜
１
時
間

30
分
程
度
の
時
間
を
要
し
ま
す
の

で
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
療
育
手
帳
判
定
に
関
す
る
相
談
】

日
時　
６
月
20
日
（
火
）

　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
４
時
ま

で
（
事
前
予
約
）

場
所　

御
杖
村
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

予
約
申
し
込
み（
問
い
合
わ
せ
先
）

　
曽
爾
村
役
場
保
健
福
祉
課

　
☎
９
４-

２
１
０
３

　
締
切　
６
月
９
日
（
金
）

平
成
29
年
度
は
太
良
路
地
区
の
地
籍
調
査
を

行
い
ま
す

土地を購入し、改めて
測ってみたら登記簿の
面積と違っていた。

塀を作り替えようとした
ら、隣の土地の所有者
から「境界が違う」と
言われた。

相続を受けた土地
の正確な位置がわ
からなかった。

こんな経験はありませんか？

宇
陀
郡
一
日
こ
ど
も

相
談
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曽
爾
村
で
は
、定
住
す
る
意
志
の

あ
る
若
者
が
、住
宅
を
新
築・改
築・

増
築・購
入
す
る
場
合
、毎
年
10
万

円
ず
つ
５
年
間
交
付
す
る「
定
住
促

進
若
者
定
住
住
宅
支
援
整
備
奨
励

金
」を
平
成
28
年
度
か
ら
創
設
し
て

い
ま
す
。主
な
要
件
は
左
記
の
通
り

で
す
。

○
村
に
住
所
を
有
す
る
本
人
か
配
偶

者
が
45
歳
以
下
で
あ
り
、生
計
を
一

に
す
る
夫
婦
、ま
た
は
子
供
と
同
居

し
、養
育
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

○
平
成
28
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
33

年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
し
た
住

宅
で
あ
り
、取
得
か
ら
６
カ
月
以

内
に
申
請
書
等
の
書
類
を
提
出
す

る
こ
と

○
居
住
部
分
の
延
べ
床
面
積
が
50
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、家
屋
調
査

が
行
わ
れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と

お
問
い
合
わ
せ

　
曽
爾
村
役
場
企
画
課

　
☎
９
４-

２
１
０
１

　曽爾村農林業公社では、村内の農地を次代に守りつなぐため、耕耘、田植え、収穫など、生産
者の農作業を部分的に担う「農作業受託」のサービスを４月から開始しました。受託料金は次の
通りです。

10a当たりの受託料金

耕耘（トラクター利用）　　10,000円

代かき　　　　　　　　　　15,000円

田植え　　　　　　　　　　11,000円

刈り取り（コンバイン）　　21,000円

※別途配送料がかかることがあります。
※作業料金は、農業委員会が定める農作業賃金をもとに設定しています。
※お申し込みを受け付け後、農林業公社のオペレータが作業を実施します。
※上記以外の作業はお問い合わせください

お問い合わせ　一般社団法人曽爾村農林業公社　☎94-2101

  農作業受託をスタートしました

「
定
住
促
進
若
者
定
住
住
宅

支
援
整
備
奨
励
金
」の
案
内

ラジオ体操でダイエット？！
　ラジオ体操は「いつでも、どこでも、だれでも」手軽にできる健康体操であり、人間の体をまんべん

なく動かすための必要な運動を組み合わせてつくられてい
ます。そんなラジオ体操は想像以上にカロリーを消費する
ことをご存じですか？
　「主な運動の消費カロリー量」（左図）をみると、ラジオ
体操を１５分行った消費カロリーと速いペースのウォーキ
ング消費カロリーは同じなのです。日頃「歩く機会が少な
い」「運動する機会がない」と感じている方、手軽にできる
ラジオ体操をはじめてみませんか？

ラジオ体操の効果
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「定住促進奨励金制度」の案内
　曽爾村では、定住したい方をバックアップするための「定住促進奨励金制度」を用意しています。Ｕターン奨励
金、転入奨励金（45歳以下が対象）、ふるさと就労奨励金の３タイプあります。概要は以下の通りです。

○支援資格 
①Ｕターンとは、

就業のために１年以上村外に住所を移していた村内出身者の方で、就業のために再び本村に住所を定める
45歳以下の方を言います。

②転入とは、
村外出身の方で、新たに曽爾村に住所を定める45歳以下の方を言います。

③新卒就業とは、
学校卒業年度の翌年度末までに新規に就業する方で、同一事業所に3ヶ月以上継続勤務した方を言いま
す。

④定住とは、
曽爾村に5年以上にわたり住所を有し、かつ継続して居住することを言います。
また、住民基本台帳法による住民登録をした（している）方、外国人登録法による外国人登録をした（してい
る）方を言います。 

○交付要件 
①Ｕターン奨励金及び転入奨励金は5年を経過したときに交付されます。
②ふるさと就労奨励金は、5年以内に転出された場合は金額の一部を返還しなければなりません。
③税の滞納がある等要件を満たさない場合は、交付しないことがありますので各々の奨励金の概要をご覧に

なって下さい。 

お問い合わせ　曽爾村役場企画課　☎94-2101

相談日の種類 内　　容奨　励　金

世帯（2人以上）　　　　200,000円

単身者　　　　　　　　　 50,000円

世帯（2人以上）　　　　300,000円

単身者　　　　　　　　  100,000円　

世帯（2人以上）　　　　100,000円

単身者　　　　　　　　　 50,000円

世帯（2人以上）　　　　300,000円

単身者　　　　　　　　  100,000円

地元企業に就職した場合  100,000円

村外の企業に就職した場合 70,000円

● Ｕターン奨励金

上記の内、農林業従事される
方及び村長が指定する産業に
従事される方

上記の内、農林業従事される
方及び村長が指定する産業に
従事される方

● 転入奨励金

● ふるさと就労奨励金

曽爾村に定住の意志のある
方が就業のためにＵターンさ
れた場合で、45歳以下の方。
また、世帯の中の義務教育
(村内施設で就学)修了前の
方には1年あたり2万円支給
します。

曽爾村に定住の意志のある
方が転入された場合で、45
歳以下の方。また、世帯の中
の義務教育(村内施設で就
学)修了前の方には1年あた
り2万円支給します。

曽爾村に住所を有し、村内に
家族があって定住の意志の
ある方が新卒就業された場
合。
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　犯罪や事件・事故の被害に遭われた方や、ご遺族の方からの電話相談や生活支援、警察・病院への付
き添い等の直接支援をするボランティア支援員を募集しています。
　センターが実施する講座を修了し、適性があると認められた人に委嘱します。
　詳しくは下記までお問い合わせください。

奈良市東向中町６番地
奈良県経済倶楽部　経済会館４階
公益社団法人なら犯罪被害者支援センター事務局
☎0742-26-6935（月〜金　10：00〜16：00　祝日は除く）

  平成29年度第11期「犯罪被害者支援ボランティア」募集

お知らせ　　 滞納は許さない！
　＝曽爾村特別徴収対策本部による村税等特別徴収を実施＝

　平成29年6月、10月
　　◆村税（個人村県民税・法人村民税・固定資産税・軽自動車税）
　　○国民健康保険税　○介護保険料　○後期高齢者保険料

　平成29年8月、12月
　　○公営住宅使用料　○水道料金

　　　　　※介護保険料を滞納すると、介護サービスに一定の制限がかかります。
　　　　　※悪質な滞納者には、水道を止める勧告を行いました。

　【住民生活課、保健福祉課、地域建設課】
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謹んでお悔やみ申し上げます
4月16日　大字小長尾　東　ナラミ さん（92歳）
5月 3日　大字太良路　細谷　正夫 さん（81歳）
5月16日　大字長野　　寺脇　輝彦 さん（69歳）

善　　意　　銀　　行
間井谷　弘昭さんより
  社会福祉充実のため金一封
河合　登志子さんより
  亡夫　稔さんの生前のご厚情に対し金一封
細谷　忠弘さんより
  亡父　正夫さんの生前のご厚情に対し金一封
寺脇　正剛さんより
  亡父　輝彦さんの生前のご厚情に対し金一封
尊い善意をお寄せ下さいまして、誠にありがとう
ございました。

ふれあいサロンの開催について
日時　6月14日㈬　13時～15時まで
場所　曽爾ふれあいセンター（曽爾村大字山粕）
内容　落花生を使ったアレンジ花をつくります。
持ち物　めうち  枝（落花生をつけます）　はさみ
（ふれあいセンターでも用意しています）

※何かわからない事がありましたら（☎94-
2731）ふれあいセンター新山まで連絡下さ
い。（月・水・金曜日午前中のみ）

みんなの広場

事  業  名 実施日 時  間 対 象 者 場所・内容等
9:30～
13:00

10:30～
16:00

食生活改善推進員

18歳未満の子ども、
保護者

6月2日㈮

6月20日㈫

○場所：老人福祉センター
○内容：調理実習
　　　　集団健診啓発品の試作
○場所：御杖村老人福祉センター
○内容：奈良県中央こども家庭相談
　　　　センター職員による療育手
　　　　帳判定に関する相談
　　　　＊事前申込みが必要です。

食生活改善推
進員会定例会

宇陀郡一日
こども相談

ほけん事業予定表（6月）

大字別の人口・世帯数
人口　 世帯

山　粕　186　　 96
（−1）（＋2）

掛　　105　　 51
（±0）（±0）

長　野　178　　 81
（±0）（±0）

小長尾　124　　 52
（−1）（−1）

今　井　208　　 91
（−1）（±0）

塩　井　107　　 52
（±0）（±0）

葛　　135　　 51
（±0）（±0）

太良路　119　　 54
（＋2）（＋2）

伊賀見　362　  159
（−3）（−1）

（平成29年5月1日現在）

6月号
平成29年6月1日発行

（通巻548号）

●発行　曽爾村役場
●編集　総務課
　〒633-1212
　奈良県宇陀郡曽爾村
　　　　大字今井495-1
　　☎　0745-94-2101
　ＦＡＸ 　　　94-2066
●印刷　伊和印刷　
●広報曽爾題字
　故　清水公照
　　（第207世、第208世
　　　東大寺別当）　

高齢者クラブ活動
（全て13：30〜）

カラオケ　第1・第3㊍
大正琴　第1・第3㊌
民　謡　月1回　　
手　芸　月1回　金
陶　芸　第4　　 ㊌
民　踊　第2・第4㊍
大正琴
　アミーゴ　月 2 回
　　　   （10:00〜）
　せせらぎ　月 2 回
　　　   （13:00〜）

人口1,524人
（−4）

男　713人
（＋1）

女　811人
（−5）

世帯数687世帯
（＋2）

（平成29年5月1日現在）

開館日　月～金曜日（祝祭日は休館）
　　　　　…8時30分～17時15分
　　　　毎週土曜日…13時～17時
☆平日、図書室に職員がいませんので、教育委員

会事務局までお越しください。
○おはなし会　日時　6月15日（木）10時～11時
　場所　曽爾保育園

図 書 室 だ よ り

第1回曽爾村文化祭　出展作品大募集!!
　村の相互の結びつきを深め、村の人々の豊かな生活に貢献する目的で、第一回曽爾村文化
祭を開催します。絵画、写真、木工など、あなたの自慢の作品を展示してみませんか？
　詳細については、別紙チラシをご覧ください。
日　時　8月14日（月）（雨天決行）（曽爾村夏祭りと同時開催）
場　所　ふれあいホール（予定）
内　容　保育園、小中学生の作品展示、絵画・写真・手芸・陶芸・木工などの作品展示
お問い合わせ　曽爾村役場企画課  地域おこし協力隊  山本佑子  e-mail：sonibunkasai@gmail.com

村 内 一 斉 河 川 清 掃
と　き　６月４日（日）※ 荒天の場合は延期いたします。（予備日：6月11日（日））
　村内全域で河川清掃を実施しますので、皆様のご協力をお願いいたします。開始時間等
詳しくは各大字役員さんにお問い合わせください。
　なお、荒天による延期の連絡は、当日の朝6時30分頃、防災無線で放送いたします。

　お問い合わせ　曽爾村役場住民生活課　☎94-2102

クラインガルテン曽爾に入居されている
金田炳 様より、役場に老眼鏡を寄贈頂
きました。誠にありがとうございました。


